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呉市公告第４９号 

 

 

（仮称）公園アパート建設工事に伴う基本設計及び実施設計業務について，次のとおりプロポーザル

方式による設計者の公募（以下「プロポーザル」といいます。）を行いますので，参加を希望される方は

次の要領により手続を行ってください。 

 

令和８年７月１日 

呉市長 新原 芳明         

 

１ 業務の概要 

(1) 業務名 （仮称）公園アパート建設工事に伴う基本設計及び実施設計業務 

(2) 業務内容 呉市西中央４丁目８番内に整備する（仮称）公園アパート建設工事に伴う基本設計，

実施設計，解体設計等 

(3) 履行期間 契約日から令和１０年２月１５日（火）まで 

 

２ 業務委託契約 

 (1) 契約の方法 

   随意契約 

 (2) 業務委託金額 

   本業務に関する費用は，２１３，０００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）以内と

する。 

 (3) 委託料の支払条件 

   前払金は，呉市公共工事の前金払に関する規則（昭和４３年呉市規則第２５号）に基づき，必要

な手続を経た上で，令和９年３月３１日までに，必ず請求すること。 

 (4) 契約保証金 

   契約金額の１０パーセント以上（ただし，免除要件あり） 

 

３ 参加資格等 

 (1) 単体企業の場合 

  ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の４第１項

に該当する者でないこと。 

  イ 過去３年間において，施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する行為をした者で

ないこと。 

  ウ 令和７・８年度呉市測量及び建設コンサルタント等業務入札参加有資格者名簿に建築関係コン

サルタント（建築一般）で登録されていること。 

  エ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を受

けていること。 

  オ 公告の日から契約までの間のいずれの日においても，呉市入札参加資格者指名停止要綱（平成

９年４月１日制定）第４条第１項の規定による指名停止を受けていないこと。 

  カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は
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民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。 

  キ 法人及びその代表者（個人事業者の場合は，代表者）に市町村税並びに消費税及び地方消費税

の滞納がないこと。 

  ク 広島県内に本店又は営業所を有していること。 

  ケ 設計共同体の構成員として又は他の単体企業若しくは設計共同体の協力事務所として，今回の

プロポーザルに参加していないこと。 

 (2) 設計共同体の場合 

  ア 設計共同体で今回のプロポーザルに参加しようとする場合の構成員の数は２者であること。 

  イ 構成員の代表者（以下「代表構成員」という。）は，設計共同体において中心的役割を担う履行

能力を持ち，かつ出資比率が大きい者であること。 

  ウ 代表構成員及び構成員は，(1)アからキに掲げる条件を全て満たす者であること。 

  エ 代表構成員又は構成員のいずれかは，(1)クに掲げる条件を満たす者であること。 

  オ 構成員が単体企業又は他の設計共同体の構成員や協力事務所として今回のプロポーザルに参加

していないこと。 

 (3) 失格要件 

   次のいずれかの要件に該当する場合は，その参加者は失格とする。 

  ア 担当課及び施設管理者職員に直接・間接を問わずプロポーザルに関して不正な接触又は要求を

した場合（（仮称）公園アパート建設工事に伴う基本設計及び実施設計業務の公募型プロポーザ

ル実施要領（以下「実施要領」という。）に定める手続は除く。） 

  イ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

  ウ 実施要領の規定に違反すると呉市長が認める場合 

  エ 指定する様式（以下「様式」という。）によらないほか，提出書類に関して次のいずれかに該

当する場合 

   (ｱ) 提出方法，提出先及び提出期限に適合しない場合 

   (ｲ) 様式及び記載上の留意事項に示す条件に適合しない場合 

   (ｳ) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

   (ｴ) 記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

   (ｵ) 許容された表現方法以外の表現方法を用いている場合 

   (ｶ) 虚偽の記載があるもの又はすでに発表されたものと同一若しくは類似の提案若しくは盗用し

た疑いがあると認められる場合（契約締結後に事実関係が判明した場合においても，同様とす

る。） 

  オ 他の参加者のヒアリングを傍聴した場合（参加者の社員その他関係者が当該行為をした場合を 

含む。） 

  カ ヒアリング参加者と傍聴者がヒアリング中（他の参加者がヒアリングをしている時間を含む。） 

に接触した場合。 

 

４ 手続等 

 (1) 担当課 

   〒７３７-８５０１ 

   呉市中央４丁目１番６号 
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   呉市都市部住宅政策課（呉市役所本庁５階） 

   電話：０８２３－２５－３３９１ ファクシミリ：０８２３－２４－６８３１ 

   電子メール：zyutaku＠city.kure.lg.jp 

 (2) プロポーザルに係る書類等の配布方法及び期間 

  ア 配布方法 

    プロポーザルに係る書類等は，呉市ホームページから入手するものとする。 

    ただし，担当課においても，参加者１者につき各１部を配布することができる。 

  イ 配布期間 

    令和８年７月１日（水）から令和８年７月２４日（金）まで（担当課配布については，土曜日，

日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで 

    また，実施要領等は，本公告後，呉市ホームページに掲載する。 

 (3) 参加表明書の受付 

  ア 受付期間 令和８年７月２日（木）から令和８年７月２４日（金）まで（土曜日，日曜日及び

祝日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで 

  イ 提出場所 担当課 

  ウ 提出方法 持参又は郵送による。 

  エ 提出書類及び部数 様式１から様式５を各１部（左綴じ），様式６を１５ 部（カラー使用可） 

             設計共同体の場合には，併せて様式７から様式９を各１部（左綴じ） 

 (4) 技術提案書の提出期間並びに提出場所及び方法 

  ア 提出期間 通知のあった日から令和８年９月１日（火）まで（土曜日，日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後５時まで 

  イ 提出場所 担当課 

  ウ 提出方法 持参又は郵送による。 

  エ 提出書類及び部数 様式１０は１部，様式１１から様式１４は各１５ 部（カラー使用可） 

 

５ 審査方法 

 (1) 第一次審査 

   参加表明書の提出者については，資格要件の確認及び評価を行い，資格要件を満たす者の中から，

５者程度を選定する。技術提案書の提出要請を受けた者は，期限までに技術提案書を提出すること。 

 (2) 第二次審査 

   第一次審査を通過し，技術提案書を提出した者について，第二次審査において技術提案書の審 

査及びヒアリングを実施し，特定者及び次点者各１者を特定する。 

 

６ その他 

 (1) 契約書作成の要否 要 

 (2) 手続において使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨に限る。 

 (3) 参加表明書及び技術提案書の提出は，１単体企業につき１申請（設計共同体の場合は１設計企業

体について１申請）とし，重複して申請はできない。 
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 (4) 本業務を受注した者（設計共同体の場合は各構成員とし，協力を受ける他の者を含む。）又はこれ

と資本面（※１）若しくは人事面（※２）において関連がある者は，本業務に係る工事の入札に参

加し又は当該工事を請負うことはできない。 

  ※１ 「資本面において関連がある」とは，一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の１００分

の５０を超える株式を有し，又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている場

合をいう。 

  ※２ 「人事面において関連がある」とは，一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表

権を有する役員を兼ねている場合をいう。 

 (5) プロポーザルに関する詳細については，実施要領等による。 

 

 

 

 

 

 


